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7.日東電工グループへの展開 

法令と倫理を守ること（コンプライアンス）は、企業に課せられた最も基本的な社会的責任です。 

日東電工グループは、新しい価値を創造し、良き企業市民として社会の健全な発展に貢献していきたいと考えています。 

 

 

・企業は社会とともに生きなければなりません。 

・法令と倫理を守ることは企業に課せられた社会責任で

す。これを前提に各地域・各国の文化を尊重し、良き企

業市民として当社と社会の双方の利益を図りつつ社会

の健全な発展に貢献しなければなりません。 

・また、私たちは技術立社の考え方に立ち、新製品・新技

術の開発に努め、技術の創造を通じて社会や地球環境

の保護に貢献します。 

 

 

・当社の経営理念・行動基準および社長方針「オープン・

フェア・ベスト」（以下「オープン・フェア・ベスト」という）

を行動の原点とし、国内外における顧客、地域社会、株

主などステークホルダーの信頼を得なければなりません。 

・私たちは経営理念・行動基準およびオープン・フェア・

ベストが当たり前に実行されている企業風土をめざし

ます。 

 

 

ステークホルダーとは、会社をめぐる利害関係者を言い

ます。具体的にはお客さま、従業員、地域社会、株主・投

資家などです。私たちはステークホルダーに対して以

下のとおり責任を果たします。 

・会社はお客さまあってのもの、新しい価値の創造によ

るお客さまの満足度の向上をめざします。 

・これによって私たちの満足度も増加します。従業員の

満足度が満たされないところに良い製品はできないと

考えます。 

・私たちは地域社会の一員でもあり、会社と地域社会と

の共生が実現されないと会社の存在価値はありません。 

・これらが実現されることによって株主等の利益の増大

も図れ、さらには社会との信頼も一層強化されます。 

 

・「最高の品質とサービス」に関しては品質基本方針を

守り、ＩＳＯ9000の維持向上に努めます。 

・「安全優先」および「自然環境保護や省資源」に関して

は環境基本方針を守り、ＩＳＯ14000・ＯＨＳＭＳの維

持向上に努めます。 

・「チャレンジ精神」に関しては変化こそ財産を基本にし、

古い慣習を打破し、合理性・スピードを重視し成果を生

み出します。また可能性に挑戦する若さと活力をもっ

て行動します。 

 

 

＜一般原則＞ 

役員および従業員一人ひとりにいたるまで、公私を問わ

ず法令を守ることは当然です。しかし、法を守れば何を

してもよいのではなく、善いこと正しいことを判断でき

る感性を大事にして行動します。 

・人種、信条、価値観、人格、性別、宗教、年齢、国籍、出身、

身体上のハンディキャップなどの理由で差別をしません。 

・暴力団・右翼・総会屋等反社会的な勢力との取引や交

際は禁止します。 

・不正なあるいは社会良識に反する個人的な利益や便

宜の供与・享受は禁止します。 

・虚礼を廃止し、過度な贈答接待は禁止します。 

＜公正・自由な競争＞ 

取引先（顧客・調達先等）の正当な権利を尊重するとと

もに、品質・価格・納期・サービス・安定供給・環境・安全な

どを配慮し、公正で透明性のある自由な競争を行います。 

・競争を阻害するような生産調整・価格協定等の談合行

為はしません。 

・国際的な平和と安全の維持のため、輸出関連法令を守

ります。 

・他人の権利・財産を不当に利用・侵害しません。特に、

相手先の機密情報を直接・間接的にも不当に入手しま

せん。 

＜情報開示・利用・管理＞ 

・社会との対話を大切にし、社会が必要としている情報

を適時開示し、社会から信頼される誠実な企業像をめ

ざします。 

・自社の機密情報を漏洩・利用して自己のため利益を得

ることを禁止します。 

・情報の取り扱いに関して、故障・災害・不正使用・紛失・

破壊・盗難・漏洩・妨害行為などに対する安全性を高め、

社会に対する信用を確保します。 

 

 

会社や業界の常識と社会の常識がかけ離れたところに

不祥事が発生します。役員および従業員は以下の問い

かけをし、社会の常識とずれることのないように注意し

なければなりません。 

・法律に違反していないだろうか 

・経営理念・行動基準に違反していないだろうか 

・オープン・フェア・ベストに違反していないだろうか 

・社会常識や倫理に反していないだろうか（良くないと

感じているだろうか） 

・事実を隠していないだろうか 

・正々堂々とできるだろうか 

・適時適切に社会の要請に応えているだろうか 

 

 

このガイドラインは日東電工グループ会社にも適用します。

この場合、企業倫理ヘルプラインはグループ共通のシス

テムとします。ただし、グループ会社がこのガイドライン

に準拠した基準を作成し、企業倫理ヘルプラインを設置

した場合は、その会社の基準が適用されます。 

「オープン・フェア・ベスト」を合言葉に活動しています。 

法令倫理遵守ガイドライン 

志水　良行 

　当社では1998年度より環境報告書を継続して発

行しています。当初は環境活動中心の内容でしたが、

2004年からは社会的取り組みの報告を追加し、名称

も「環境・社会報告書」と改めました。また、現在は国

内情報が中心ですが、今後はグローバル企業として報

告対象範囲を海外にまで広げます。なお、報告書では

掲載できなかった国内事業所の詳細情報はホームペー

ジで公開する予定です。 

 

　主要事業所である豊橋事業所では、工場周辺の住

民の皆様への地域説明会を実施しています。 

　2003年度は12月11日および16日の両日に地域

住民の方々を事業所に招き、事業所における環境活動

説明会に加えて工場見学を実施しました。今後も継続

して実施する予定です。 

　小中学生15グループ、ＮＰＯほか10グループが集っ

た滋賀県草津市のイベント「草津市こども環境会議」

が2月7日に開催され、一般企業としては当社（滋賀事

業所）1社が参加しました。 

　当社の出展に対しては市幹部の皆様をはじめ多くの

見学者が注目。特に自転車による膜ろ過のデモンストレー

ションは好評で、子どもたちの列が絶えませんでした。 

　また、小学生のグループ発表や閉会の挨拶のなかで

も当社の活動がふれられ、環境対策に意欲的に取り組

む企業姿勢が多くの参加者に伝わりました。 

 

　亀山事業所では1996年より「クリーン作戦」と称し

て、国道などの清掃ボランティアを続けています。 

　労働組合亀山支部が中心となって毎回大勢の参加

者を集め、単にゴミを回収するだけでなく、花壇の設置

や、中高生が森の壁画を描くなどの活動も行われてい

ます。こうしたクリーン作戦に対して国土交通省中部地

方整備局より2003年8月、亀山事業所に感謝状が贈

られました。 

　また豊橋事業所で

も、工場の近隣を流

れる梅田川の清掃や、

工場近辺の清掃など

の活動を毎年行って

います。 

環境報告書の発行 

地域住民説明会 

草津市こども環境会議 

クリーン作戦に感謝状が贈呈されました 

2003年度の環境コミュニケーション活動 

2002年度環境報告書 2003年度環境報告書 

草津市こども環境会議 

梅田川ふれあいクリーン作戦～豊橋事業所 

地域住民説明会 
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